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現行）目的積立金制
度 減価償却引当特定資産 法人債引当特定資産

概要

損益計算上の利益のうち、
現金の裏付けのある利益に
対して、財務協議を経て、
文部科学大臣の承認を得る

仕組み

将来施設・設備の更新の目的
のため、決算上の収支差額を
もとに、法人の判断で資金留

保を行う仕組み

法人債の償還のために、決
算上の収支差額をもとに、
法人の判断で資金留保を行

う仕組み

検討課題

・繰越の確実性が不安。

・6年間で精算するので、
中長期で蓄積する仕組みが

寄付金しかない。

・将来の更新予定の施設・設
備の明確化が必要。

（インフラ長寿命化計画や設
備マスタープランとの整理）

※受託研究の減価償却も、プ
ロジェクト期間内償却でなく、
通常の耐用年数に変更すべき

・将来の法人債償還の目的
であれば、民間資金由来の
ものに限り繰越が可能。

改正国立大学法人会計基準

中期の繰越のメルクマールについて、
卓越した研究の強化・充実のためのプ
ロジェクト経費の例示を追加。

今回の改正で導入される仕組み

内部留保の制度の考え方

２．（５）（戦略的な目的積立金等へ
の見直し）
現在、資金を積み立てて活用できる

仕組みとして、目的積立金制度がある
が、これは財務諸表の承認後に承認さ
れる仕組みであり、承認されるまでの
間は大学側に不安感があるとともに、
特に大学自らが獲得した財源について
も、その資金留保の確実性が担保され
ないことに対する懸念が示されている。
したがって、国は、国立大学法人自ら
の判断で戦略的に積立てができる内部
留保の仕組みを作るとともに、法人が
自ら獲得した多様な財源を、戦略的に
次期中期目標期間に繰り越すことがで
きるよう、目的積立金の見直しを行う
べきである。
このように、国は、社会や市場との

対話を通じて新たな投資を呼び込み、
資金循環を駆動させることで、経済社
会システムを変革することが期待され
る国立大学法人に相応しい会計制度・
会計基準の在り方について、検討する
ことが急務である。

「国立大学法人の戦略的経営実現
に向けた検討会議 」最終とりまと
めより
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引当特定資産の計上のために、積立の根拠（裏付けの更新計画）が必要

●減価償却引当特定資産による内部留保のためには、裏付けとなる施設・設備の将来更新計画が必要となる。
⇒現状は、国立大学ごとに「インフラ長寿命化計画（施設）」・「設備マスタープラン（設備）」が作られている。これらの
計画などをもとに、自己財源をもとに更新が予定されている施設・設備に対して、当年度の減価償却費を上限として、財源を
引当を可能とする仕組みの導入が望ましいのではないか。

●受託・共同研究を財源とした固定資産についても、通常の耐用年数を適用すべきではないか。（現状はプロジェクト期間内
での償却となっており、単年度償却の資産が多く、減価償却費が実態と異なる）

【出典】宮崎大学インフラ長寿命化計画（平成29年3月） 【出典】豊橋技術科学大学設備マスタープラン（平成31年度版）

インフラ長寿命化計画、設備マスタープラン上で、
「自己財源による整備」を明示している大学もある。
減価償却引当特定資産の積立のため、裏付けとなる

計画との整合性が求められる。
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大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定のための検討会の状況①

（出典）同検討会
第２回資料より
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大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定のための検討会の状況②

●経営戦略と研究
基盤の関係性

●設備整備計画策
定の意義

●整備・運用に関
する予算の考え方

などをガイドライ
ンとして盛り込む
ことを検討中

（出典）同検討会
第２回資料より
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大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定のための検討会の状況③

設備マスタープラ
ンにおいては、継
続的に設備整備に
充てる学内財源の
額などを明示する
ことが望まれる。
このような要請と
連動することが必
要ではないか。

（出典）同検討会
第１回資料より
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大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定のための検討会の状況④

（出典）同検討会
第２回資料より

●今年度内にガイ
ドラインのとりま
とめを行い、各大
学へ通知予定。

●来年度施行され
る会計基準の改正
と連動が必要。
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